
加算有り 加算有り

介護費　２割分 介護費   ２割分

加算有り 加算有り

介護費   ２割分 介護費   ２割分

1,716

要
介
護
認
定
区
分

負担段階

多
床
室

1,406

要
介
護
１

要
介
護
認
定
区
分

基準

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。                        （単位は、円です。）　

サービス
提供強化
看護体制

滞在費 食費

要
介
護
３

多
床
室

食費 費用額合計滞在費

要
介
護
認
定
区
分

ショ－トステイ入所利用料概算・利用者負担の割合（２割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・看護体制・機能訓練指導体制・夜勤職員配置・介護職員、介護職員等特定処遇改善加算有り　※Ｒ２.１～】

費用額合計
サービス
提供強化
看護体制

負担段階 滞在費 食費
サービス
提供強化
看護体制

負担段階 滞在費 食費 費用額合計

要
介
護
認
定
区
分

要
介
護
２

多
床
室

1,559

要
介
護
４

多
床
室

1,869

サービス
提供強化
看護体制

負担段階

基準

855 1,392 3,653

基準 855 1,392 3,963

費用額合計

855 1,392 4,116

855基準 1,392 3,806



加算有り

介護費   ２割分

１日当り
１３９２円

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

機能訓練指導体制加算
（　１日１２単位　／　１２円）

（３０日３６０単位　／　３６６円）

2,020

（３０日２４０単位　／　４８８円）
◇年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で２８０万円、２人以
上世帯で３４６万円未満の場合は１割負担に戻る。※合計所得額が１６０
万円以上であっても、実質的な所得が２８０万円に満たないケースや２人
以上世帯における負担能力が低いケースを考慮するため。

自
己
負
担
２
割
と
す
る
水
準

夜勤職員配置加算（Ⅰ）
（３０日３９０単位　／７９３円）

（往復３６８単位　／　７４８円）

（　1日６単位　／　１２円）

（　1日８単位　／　１６円）

（片道１８４単位　／　３７４円）

1,392

内訳（朝食３００円／昼食５９２円／夕食５００円）

看護体制（Ⅱ）

要
介
護
認
定
区
分

◇負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合が２割となる。
※月額上限があるため全員の負担が２倍にはならない。

送迎加算

ショ－トステイ入所利用料概算・利用者負担の割合（２割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・看護体制・機能訓練指導体制・夜勤職員配置・介護職員、介護職員等特定処遇改善加算有り　※R２.１～】

費用額合計
サービス
提供強化
看護体制

負担段階 滞在費 食費

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ）

基準 855

要
介
護
５

◇合計所得金額１６０万円以上の方
（単身で年金収入のみの場合、２８０万円以上）※合計所得金額とは、収
入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控
除や人的控除等の控除をする前の所得金額。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位は、円です。）　

多
床
室

4,267

食　費 介護職員処遇改善加算 利用単位数に８．３％の加算率を乗じたもの

（３０日１８０単位　／　３６６円）

（１日１３単位　／　２６円）

介護職員等特定処遇改善
加算（Ⅱ）

利用単位数に２．３％の加算率を乗じたもの



加算有り 加算有り

介護費   ２割分 介護費   ２割分

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

機能訓練指導体制加算
（　１日１２単位　／　１２円）

（３０日３６０単位　／　３６６円）

滞在費

3,273

送迎加算
（往復３６８単位　／　７４８円）

（　1日６単位　／　１２円）

食　費
１日当り
１３９２円

内訳（朝食３００円／昼食５９２円／夕食５００円）

食費 費用額合計

　　　　　　　　　　（単位は、円です。）　

要
支
援
１

多
床
室

基準

サービス
提供強化

体制

855 1,392

負担段階

要
支
援
認
定
区
分

基準 855 1,392

食費 滞在費

多
床
室

1,026

要
支
援
認
定
区
分

◇年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で２８０万円、２人以上世帯
で３４６万円未満の場合は１割負担に戻る。※合計所得額が１６０万円以上であっ
ても、実質的な所得が２８０万円に満たないケースや２人以上世帯における負担
能力が低いケースを考慮するため。

（３０日１８０単位　／　３６６円）

介護職員等特定処遇改善
加算（Ⅱ）

利用単位数に２．３％の加算率を乗じたもの

◇負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合が２割となる。※月額上
限があるため全員の負担が２倍にはならない。

介護職員処遇改善加算 利用単位数に８．３％の加算率を乗じたもの

1,267

要
支
援
２

介護予防ショ－トステイ入所利用料概算・利用者負担の割合（２割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・機能訓練指導体制・介護職員、介護職員等特定処遇改善加算 有り　※Ｒ２.１～】

費用額合計
サービス
提供強化

体制
負担段階

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ）

◇合計所得金額１６０万円以上の方（単身で年金収入のみの場合、２８０万円以
上）※合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を
控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。

3,514

（片道１８４単位　／　３７４円）
自
己
負
担
２
割
と
す
る
水
準


